


　お支払例（お支払いは迅速です。）

自賠責・任意保険に関係なく契約者（あなた）にお支払いします。

（注1）��契約者側に死亡者が生じた場合、死亡事故共済金をお支払いします。また、契約者側に過失のある事故で、相手側に死亡者が生じた場合には、死
亡事故共済金から死亡臨時費用共済金を差し引いた額を限度として、契約者の経済的負担に対してお支払いします。事故のため実際に負担した
金額がお支払いの限度です。

（注2）��契約者側に後遺障害者が生じた場合、後遺障害別等級により算定された額を限度としてお支払いします。また、契約者側に過失のある事故で、相
手側に後遺障害者が生じた場合には、後遺障害別等級により算定された額を限度として、契約者の経済的負担に対してお支払いします。事故の
ため実際に負担した金額がお支払いの限度額です。

（注3）��契約者側に負傷者が出た場合、1事故18,000円／日までお支払いします。また、契約者側に過失のある事故で、相手側に負傷者が出た場合には、
相手側の入通院共済金の合計額から入通院臨時費用を差し引いた額を限度として、契約者の経済的負担に対してお支払いします。

（注4）��契約者側の経済的負担額が2万円以上の場合にお支払いします。（共済期間内1回が限度です。）
（注5）�契約車両の自損事故・他車との接触事故または盗難、いたずらなどにより契約者の経済的負担額が3万円以上の場合にお支払いします。�

（共済期間内1回が限度です。）
（注6）�対物事故共済金特約および、車両事故共済金特約の共済金は除きます。

　補償内容

　車種別共済掛金（運転者の年齢に関係なく車種ごとに掛金は同じです。）
車種
番号 車　　種 分類番号の

左端の数字
年掛共済掛金
〈年払〉

月掛共済掛金
〈月払〉

① 自家用乗用自動車 2･３･５･７ 12,100円 1,210円
② 自家用軽乗用自動車 ５･７ 7,600円 760円
③ 自家用普通貨物自動車（２ｔ超） １ 19,600円 1,960円
④ 自家用普通貨物自動車（２ｔ以下） １ 16,600円 1,660円
⑤ 自家用小型貨物自動車 ４・6 12,100円 1,210円
⑥ 自家用軽貨物自動車 ４・6 7,600円 760円

※�事業用自動車については契約をお引受することがで
きません。
※�車種がご不明な場合は車検査証にてご確認ください。
※③④の重量は最大積載量です。
※�一部の自家用特殊用途自動車はご加入いただけます。�
詳しくは県共済までお問い合わせください。

事業用軽自動車 事業用自動車

二輪車

①〜⑥
以外の車種

　補償の対象となる運転者の範囲

法人契約 　�役員・従業員・パート・アルバイト等事業所に携わっ
ている方はすべて対象となります。

個人事業主契約 　�同居の親族・従業員・パート・アルバイト等事業所に
携わっている方はすべて対象となります。

個人契約 　同居の親族が対象となります。
※上記以外の方は、２名まで「届出運転者」として登録でき対象とすることができます。

契約者の種類
運転者 法人 個　人

事業主 個人

①�共済契約者 ○ ○ ○
②�共済契約者の同居の親族 × ○ ○
③�共済契約者が雇用している者 ○ ○ −
④�①〜③以外の届出運転者 任意で２名まで

※契約者が法人の場合、①は役員等のことをいいます。

　継続更新について
●共済掛金口座振替特約を付した契約�−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
継続更新のご契約は加入中のご契約が終了する翌月１日の午前０時
から１年間です。
※�継続更新については脱退の申し出がない限り、毎年自動継続更新されます。

●集金契約�−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
共済期間終了までに、継続手続きのうえ掛金をお払い込みください。

　補償開始はお申込みの翌日からです
初回の掛金をお払込みいただいた翌日午前0時から補償が開始し、
共済期間は1年間とします。
※�口座振替特約の契約の場合の共済期間は、翌月1日午前0時から1年間とします。

　商品特色
　人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料
など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手側に
対する道義的責任（誠意）についての補償は自動車保険では必
ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を
幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済
です。
　この共済は、県共済のオリジナル商品です。
　契約車両を運転中に生じた人身事故に対して、自動車保険で
はカバーできないものまで補償します。お支払いする共済金を
被害者へのお見舞金としてお役立てください。
　共済金は契約者にお支払いします。賠償金ではありませんか
ら加害事故だけでなく、被害事故、自損事故でもお支払いします。
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あなたと同乗者の
身体や車両の保障

加害者の
４つの責任

誠　意誠　意

香典・供花料
葬儀費・お見舞

行政上の責任行政上の責任

公安委員会
による免許の取消停止

損害に対する
賠償

民事上の責任民事上の責任刑事上の責任刑事上の責任
刑事裁判による
刑罰

まごころ共済

自動車保険自賠責保険

※契約者側と相手側のケガと死亡に対する補償限度額は共済期間内で合計300万円です。（注6）

負傷者が

契約者側の場合 相手側の場合（契約者側にも過失がある場合）

●死亡事故共済金
　１事故につき
　事故日から180日以内

300万円
●共済契約者の経済的負担を補うため…

	 合計300万円	までの実費を支給
●死亡臨時費用共済金………30万円（一時金として支給）�（注1）

●後遺障害事故共済金
　１事故につき
　事故日から180日以内

12万円〜300万円 	 12万円〜300万円
算定された額を限度として実費を支給（注2）

●入通院事故共済金
　1事故の入通院の通算
　365日が限度

（１人あたり）
●入院日額�…… 4,500円
●通院日額�…… 2,250円
　１事故につき、入院・通院合わせて
　１日最高18,000円

●左記の日額により…合計300万円までの実費を支給
●入通院臨時費用共済金
　　（通算３日以上の通院または入院で、１事故につき）

	 ３万円	（一時金として支給）�（注3）
●対物事故共済金特約 ●相手の財物に2万円以上の損害が生じた場合……３万円（共済期間内1回を限度）� （注4）

●車両事故共済金特約 ●契約車両に3万円以上の損害が生じた場合………３万円（共済期間内1回を限度）� （注5）

お支払い例❶

お支払い例❷ お支払い例❸

歩行者をはねて
死亡事故を起こした。

３日以上の入通院一時金（相手側）�30,000円
入院（契約者側）�2人×10日×4,500円＝90,000円
通院（契約者側）�2人×10日×2,250円＝45,000円
+対物事故共済金特約�………………30,000円
+車両事故共済金特約�………………30,000円

お支払金額…225,000円

通院費用／ 1人×7日×2,250円
15,750円

+対物事故共済金特約�…30,000円
+車両事故共済金特約�…30,000円

お支払金額…75,750円

出会い頭の衝突で相手車両の搭乗者３名がそれぞれ1日だけ
検査通院。契約者側の運転手と同乗者１名が２人とも10日入院、
10日通院した。（双方の車両とも30万円の修理費用）

路面の凍結によりスリップし、お店の塀に衝突（修理費用
10万円）、バンパーを損傷し（修理費用5万円）、はずみで手首を
打撲。７日通院した。

最高300万円までの実費を支給（葬儀費用・香典・喪失利益などにお役立ていただけます。）
※死亡一時金として30万円をお支払い。（初期対応のための費用としてお役立ていただけます。）

ご契約できない車両

●例： 6 月 18日にお申込みいただく場合
初　回

申込日 補償開始 補償終了

6/18 6/19
0時 24時 0時 24時

翌年 6/30
2 回目
以　降

補償開始 補償終了

7/1 翌年 6/30

口座振替日は28日（金融機関休業日の場合は翌営業日となります。）




